
質問その 4-2;クラウドサービスや企業間での専用回線を使っていれば大丈夫? 

 

答え;訂正削除の記録が残る、又は訂正削除できないシステムなら大丈夫ですが 

クラウド上でのデータ保存期間には注意して下さい。 

 

(3) 電子請求書・電子領収書のやり取りができるクラウドサービスを利用している 

(4) クレジットカードの明細、交通系 IC カード、スマホアプリによる支払や決済の 

データ等を活用したクラウドサービスを利用している 

(5)特定の取引について EDI システム（※専用回線等を使った企業間やり取りシステム等）を利用している 

 

このような形で仕入れや経費の精算を行っている場合、いずれも「電子取引」に該当しますので、 

「一定の決められた方法で」日付、取引先、金額などの情報をデータで保存しなければなりません。 

ルール改正前はそういった情報を印刷した「紙」で保存しておくことも認められていましたが、 

新ルールでは紙で印刷した書類は「正式な保存書類」になりません。 

 

上記(3)～(5)のようなクレジットカード、交通系 IC カード、スマホアプリ決済や EDI システム 

（※専用回線等を使った企業間やり取りシステム等）の日付・取引先・金額などの情報は、訂正削除の記録が残るか、 

又は訂正削除ができないシステムを利用していれば大丈夫です。 

 

ただ、クラウド上で「一時的に保存」されたものをダウンロードして保存するようなシステムの 

場合はメール受取の場合と同じく、“タイムスタンプ” という改ざん防止のための情報記録つきで 

保存するか、又は請求書や領収書等をデータで受け取る場合の「受取マニュアル」を作って 

その通りに保存するかのどちらかが必要になります。 

 

 

 

 

【参考;国税庁 HP「一問一答」より、もともとの文章】 

 


